
質問内容 回答

1
従事者へ支給する手当は、法人が通常支給してい
る手当とは別に支給するものか？

法人が支給する手当とは別に、本事業により交
付される金額を上乗せして支給していただきた
いと考えています。

2
法人が通常支給している手当の金額に充当するこ
とは可能か。

法人が通常支給している手当に充当するのでは
なく、法人の手当とは別に上乗せ分として支給
していただきたいと考えています。

3
1人の利用者に同じ従事者が一日に何度も訪問
サービスを行った場合の支給金額はいくらか。

訪問回数に関わらず、利用者1人につき一日
5000円です。

4
1人の利用者に同じ時間に従事者2名で訪問した場
合の支給金額はいくらか。

従事者1人につき5000円のため、同じ時間に2名
で訪問した場合は、各従事者に5000円ずつ、合
計10000円が支給されます。

5
1人の利用者に、2名の従事者がそれぞれ別の時間
に訪問した場合の支給金額はいくらか。

従事者1人につき5000円のため、同日に2名がそ
れぞれ訪問した場合は、各従事者に1日5000円
ずつ、合計10000円が支給されます。

6
1人の従事者が異なる2名の利用者宅を訪問した場
合の支給金額はいくらか。

利用者ごとに支給されるため、1人の従事者が同
日に異なる2名の利用者を訪問した場合は、合計
10000円が支給されます。

7
利用者宅にお弁当を届けただけでも対象となる
か。

購入したお弁当を玄関先で届けるだけなど、利
用者宅の中に入らずとも実現可能なサービスは
対象になりません。

8
利用者宅内に入ったが短時間で終えた場合は対象
になるか。

サービス提供した時間には基準がありません
が、対象要件を満たし、必要なサービスが提供
されている場合が対象となります。

9
ケアマネがモニタリングのために訪問した場合も
対象になるか。

利用者宅の中でモニタリング等が行われていれ
ば対象になります。

10 電話による安否確認は対象になるか。
利用者宅を訪問していない場合は対象になりま
せん。

11
濃厚接触者となった利用者宅を訪問した場合は対
象となるか。

濃厚接触者宅への訪問は対象になりません。

12
同居の家族が陽性となり、利用者が濃厚接触者と
なった場合の訪問は対象になるか。

利用者が陽性者でない場合は対象になりませ
ん。

13
濃厚接触者だった利用者がPCR検査の結果陽性と
なった場合は、いつからの訪問が対象となるの
か。

発症日と判断された日以降の訪問が対象となり
ます。

14 療養期間はいつまでか。
保健所の判断になりますが、基本的には発症日
と判断された日から10日間です。

15 緊急時訪問も対象になるか。
対象要件を満たし、必要なサービスが提供され
ている場合は対象になります。

16
自宅療養中の陽性者に対する通院等乗降介助も対
象になるか。

対象要件を満たし、必要なサービスが提供され
ている場合は対象になります。

17
市販の抗原検査キットや民間のPCR検査で陽性と
なった場合も対象になるか。

保健所が医療機関からの報告を受けて陽性者と
して把握している場合が対象になります。
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18
他都市の保健所から陽性の連絡があった場合も対
象になるのか。

陽性者が横浜市民である場合は対象になりま
す。

19
他都市に所在する事業所が、横浜市に居住する陽
性者宅を訪問した場合は対象となるか。

対象要件を満たし、必要なサービスが提供され
ている場合は対象になります。

20
退院して自宅に戻った利用者への訪問は対象にな
るか。

療養期間が経過している場合は対象になりませ
ん。

21
利用者の療養期間が経過しているが、同居の家族
に自宅療養期間中の者がいる時に訪問した場合は
対象になるか。

利用者の療養期間が経過している場合は対象に
なりません。

22
通所介護事業所の職員が利用者宅を訪問した場合
は対象になるか。

必要なサービスが提供されている場合は対象に
なります。

23
陽性者を訪問したのはずいぶん前だが対象になる
か。

令和3年4月1日以降の訪問であれば対象になり
ます。

24
陽性判明について市（介護事業指導課）へ報告し
ていなかったが、補助金の申請はできるか。

対象要件を満たし、必要なサービスが提供され
ている場合は対象になります。

25
訪問したが、玄関先でキャンセルになってしまっ
た場合は対象となるか。

利用者宅の中で必要なサービスが提供されてい
ない場合は対象になりません。

26
特別指示書の交付を行い、医療保険で対応した。
この場合も支給対象となるか。

医療保険にて対応した方は、本補助金の対象外
となります。

27
手当の算定開始日となる、「発症日」とはいつ
か。

保健所で認定された日となります。不明な場合
はご本人やご家族にご確認ください。

質問内容 回答

1
「受領確認署名（自署）」について、自署である
必要があるか。

本人の自署にて署名をもらってください。

申請書類についてＱＡ
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